
【自動車税】
社会福祉法人に係る課税免除フローチャート

１ 社会福祉法人ですか？

３ 主として（日数又は走行距離の割合が５割以上）、その施設で、

入所者や通所者を乗せて 通学、通所、通院または生活・作業訓

練等のために運行（※４） していますか？

※４ 次の場合は含まれません。

・上記事業施設の入所者や通所者が同乗していない場合

・事務用に使用する場合

① 社会福祉法第２条第２項第１号～第６号の事業（※１）

② 第二種社会福祉事業のなかの障害福祉サービス事業のうち、「生活介護」、

「自立訓練」、「就労移行支援」、「就労継続支援」に係る事業（※２）（※３）

③ 障害児通所支援事業等のうち、「児童発達支援」、「医療型児童発達支援」、

「放課後等デイサービス」事業

※２ 指定障害福祉サービス事業所の指定に係る「指定通知書」に記載の障害福祉サービスの種類に

より確認できます。

※３ いずれも通所に係るものに限ります。

◎ 免除該当見込

※１ 別紙により対象事業を
確認できます。

✕ 免除非該当

【必要書類】

（１）自動車税課税免除承認申請書（様式第264号）

（２）自動車検査証記録事項が記載された書類（自動車検査証等）

（３）定款の写し

（４）事業計画書の写し（申請年度に係るもの）

（５）申請年度の属する年の１月～３月の運行日誌等（使用状況が確認できる書類）の写し

（６）指定障害福祉サービス事業所等の指定に係る「指定通知書」 ⇒ ２②及び③に該当する場合のみ

２ 次のいずれかの事業を行っていますか？
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